
 
 
 
 
 

処 方 せ ん 
（この処方せんは、どの保険薬局でも有効です。） 

公費負担者番号          保険者番号   1 2 3 4 5 6 
公費負担医療の 
受 給 者 番 号          被保険者証・被保険

者手帳の記号・番号 123・4567 
 

患 
 
者 

氏 名 
神奈川

かながわ

 太郎

たろう

 
保険医療機関の 
所在地及び名称 

〒235-0007 
横浜市磯子区西町 14-11 
県薬医院 

生年月日 
明 大 
昭 平 30 年 5 月 29 日 男・女  

電話番号 045-761-3241 
保険医氏名 県薬 一郎   

区 分 被保険者 被扶養者 都道府県 
 番 号 1 4  点数表 

  番 号 1     医療機関 
 コード 1 2 3 4 5 6 7 

 
交付年月日 平成24年5月22日 処方せんの 

使用期間 平成 年 月 日 
特に記載のある場合を除き、  
交付の日を含めて４日以内に 
保険薬局に提出すること。 

処 
 
 
       

方 

変更不可 
個々 の処方薬について、後発医薬品（ジェネリック医薬品）への変更に差し支えがあると判断した場合には、 

「変更不可」欄に「✓」又は「×」を記載し、「保険医署名」欄に署名又は記名・押印すること。 

 

    

 ① チモプトール点眼液 0.5％ ２本  

     

 ―――― 以下 余白 ―――― 

     

     

     

     

     
 

    

備 
  

考 

保険医署名 「変更不可」欄に「✓」又は「×」を記載した 
場合は、署名又は記名・押印すること。 

 ○印   

  
調剤済年月日 平 成  年  月  日 公費負担者番号         

保 険 薬 局 の 
所在地及び名称 
保険薬剤師氏名 ○印   

公費負担医療の 
受 給 者 番 号         

 

 

 

「院外処方せんの正しい書きかた」 
― 調剤事故を防ぐために ― （改訂５版） 

 神奈川県薬剤師会 

使用回数、使用時点、使用量、 
使用部位を記載する！ 
1 日 2 回 朝、夕 1 回 1 滴 右目 

使用量を記載！ 
5ml 2 本 



『院外処方せんの正しい書きかた』改訂５版発行にあたって 
 

医薬分業が円滑に行われるよう、また調剤事故の防止のため、神奈川県薬剤師会では、神

奈川県医師会、神奈川県歯科医師会、神奈川県病院協会及び神奈川県病院薬剤師会の諸先生

方の絶大なるご協力により、平成 15 年に「院外処方せんの正しい書きかた」初版を発行しま

した。その後、諸々の法制度の改正や、処方せん様式の変更等が行われる毎に改訂版を発行

してまいりました。 
今般、平成２４年の診療報酬・調剤報酬の改定において、処方せんの記載要領についての

一部改正が行われましたので、この改正に合わせてチェックポイントを追加するなどして充

実させた改訂５版を発行することとしました。最近の薬剤関係を見てみますと、後発医薬品

使用促進により、保険薬局で扱う医薬品の種類も激増し、酷似した色や剤形、名称の医薬品

も増えております。 
さらに今回の診療報酬改定において、一般名の処方が大幅に増えています。保険薬局にお

いて、安全な調剤を行うためには、ルールに基づいた処方せんの記載が必要です。 
また、処方せん改ざんによる医薬品の不正取得事件も後を絶ちません。処方せんの改ざん

を防止するためにも、医師並びに歯科医師の先生方におかれましては、処方内容記載の最下

部に「以下余白」の記載をよろしくお願いします。 
医療過誤を防止し、また処方せんの改ざん等をなくし、適切な医薬分業が遂行されるため

には、適正な処方せんの発行が必須です。 
医師並びに歯科医師の先生方におかれましては、従来版に引き続き、この改訂５版を処方

せん発行の際にご活用いただければ幸いです。 
 最後に、本書の発行にあたり、編集にあたった本会医療保険委員会委員諸氏に深く感謝の

意を表します。 
 

２０１３年１０月 
 

公益社団法人 神奈川県薬剤師会 
会  長  加 藤  昇 一 

 
 

 

 

P1    院外処方せんの基本的な記載事項  

P2～22  処方せん 1～11（誤・適） 

P24   「診療報酬請求書等の記載要領等について」の一部改正について 

P27   処方せんには、「用法」が正しく記載されていることが必要です。その理由は？ 

P28   処方せん様式 

P29   麻薬・向精神薬の投与上限日数一覧 

〈主な改訂点〉 

１．処方せん書式を平成 24 年 4 月改定時の様式へ変更したこと。 

２．一般名処方における「後発医薬品への変更不可」の指示を追記したこと。 

３．記載例の医療用医薬品について現行の薬価基準収載状況に合せたこと。 

 

目  次  
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① 患者さんに関する記載事項 

「氏名」「生年月日」「性別」「保険者番号・記号番号」「公費番号」「患者区分」「負担割合」 

 
② 保険医療機関に関する記載事項 

「名称及び所在地・電話番号」「保険医氏名（保険医氏名は姓名を署名、又は氏名が印刷やゴム印であれば押印

する）」「都道府県番号」「点数表番号」「医療機関コード」 

                           ③ 交付年・月・日の記載 
                               処方せんを交付した年・月・日を記する。 

処方せんの使用期間は交付日を含めて４日 

                                以内。長期旅行など特殊な理由がある時は、 

                                「処方せん使用期間」に有効な年月日を記

載する。 

 

④ 「備考欄」には、保険薬局が調剤を行 
うに当たっての留意事項を記載する。 

                               麻薬を処方する場合は、患者住所・麻薬

施用者免許証番号を記載する。 

                                 処方せんの使用期間の延長理由・長期投

薬を行うときの理由、未就学者の場合は「6

歳」、高齢受給者または後期高齢者医療受給

対象者であって一般・低所得者の場合は「高

一」、高齢受給者または後期高齢者医療受給

対象者であって７割給付の患者の場合は

「高７」と備考欄に記載する。 

                                 処方医が、処方せんに記載した医薬品に

ついて後発医薬品に変更することに差し支

えがあると判断した場合は、差し支えがあ

ると判断した医薬品ごとに、「処方」欄中の

「変更不可」欄に「✓」又は「×」を記載

するとともに、「保険医署名」欄に署名又は

記名・押印する。 

 

⑤ 処方欄は、印字又はボールペン等で記載する。訂正には修正液は使わず、２本線で削除し押印する。 
処方の終わりには、「〆」又は「以下余白」の記入をする。（偽造防止のため） 

 処方欄には、医薬品名・分量・用法・用量・外用の場合の回数、使用部位を記載する。 

医薬品名は原則として、薬価基準に記載されている名称を記載すること。また、2 つ以上の規格単位がある場合

には、当該規格単位を記載する。 

分量は、内服薬については１日分量、内服用滴剤、注射薬及び外用薬については投与総量、屯服薬については 

１回分量を記載する。 

◇院外処方せんの基本的な記載事項◇ 
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 「診療報酬請求書等の記載要領等について」の一部改正について（抄） 
（平成 24 年 3 月 5 日 保医発 0305 第 13 号 厚生労働省保険局医療課長通知） 

 
第５ 処方せんの記載上の注意事項 

１ 「患者」欄について 
(１) 氏名 

投薬を受ける者の姓名を記載すること。 
(２) 生年月日 

投薬を受ける者の生年月日を記載すること。 
(３) 男・女 

投薬を受ける者の性別について該当するものを○で囲むこと。 
(４) 区分 

該当するものを○で囲むこと。 
２ 「保険医療機関の所在地及び名称」欄について 

保険医療機関指定申請の際等に地方厚生（支）局長に届け出た所在地及び名称を記載する

こと。 
３ 「電話番号」欄について 

保険医療機関の電話番号を記載することを原則とするが、必要のない場合は記載を省略し

ても差し支えないこと。 
４ 「保険医氏名○印」欄について 

処方せんを発行した保険医（以下「処方医」という。）が署名するか、又は処方医の姓名を

記載し、押印すること。 
４の２ 「都道府県番号」、「点数表番号」及び「医療機関コード」欄について 

「都道府県番号」欄には、保険医療機関の所在する都道府県番号２桁（診療報酬明細書に

記載する都道府県番号と同様の番号）を記載すること。「点数表番号」欄には、医科は１を、

歯科は３を記載すること。「医療機関コード」欄には、それぞれの医療機関について定められ

た医療機関コード７桁（診療報酬明細書に記載する医療機関コードと同様の番号）を記載す

ること。また、健康保険法第 63 条第３項第２号及び第３号に規定する医療機関については、

「医療機関コード」欄に「9999999」の７桁を記載すること。 
５ 「交付年月日」欄について 

患者に処方せんを交付した年月日を記載すること。 
６ 「処方せんの使用期間」欄について 

(１) 交付の日を含めて４日以内の場合は、記載する必要がないこと。 
(２) 患者の長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合に、交付の日を含めて３日以内

又は交付の日を含めて４日を超えた日より調剤を受ける必要がある場合には、年月日を記

載すること。 

注 網掛け下線部は、平成 24 年記載要領改

定時に変更された部分となります。 
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この場合において、当該処方せんは当該年月日の当日まで有効であること。 
７ 「処方」欄について 

投薬すべき医薬品名、分量、用法及び用量を記載し、余白がある場合には、斜線等により

余白である旨を表示すること。 
(１) 医薬品名は、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載（以下「一般名処方」という。）

又は薬価基準に記載されている名称による記載とすること。なお、可能な限り一般名処方

を考慮することとし、一般名処方の場合には、会社名（屋号）を付加しないこと。 
なお、薬価基準に記載されている名称を用いる場合、当該医薬品が、薬価基準上、２以

上の規格単位がある場合には、当該規格単位をも記載すること。 
また、保険医療機関と保険薬局との間で約束されたいわゆる約束処方による医薬品名の

省略、記号等による記載は認められないものであること。 
(２) 分量は、内服薬については１日分量、内服用滴剤、注射薬及び外用薬については投与総

量、屯服薬については１回分量を記載すること。 
(３) 用法及び用量は、１回当たりの服用（使用）量、１日当たり服用（使用）回数及び服用

（使用）時点（毎食後、毎食前、就寝前、疼痛時、○○時間毎等）、投与日数（回数）並び

に服用（使用）に際しての留意事項等を記載すること。 
(４) 特定保険医療材料（自己注射に用いる自己注射用ディスポーザブル注射器（針を含む。）、

万年筆型注入器用注射針、自己連続携行式腹膜灌流に用いる腹膜透析液交換セット、在宅

中心静脈栄養法に用いる在宅中心静脈栄養用輸液セット、在宅成分栄養経管栄養法に用い

る在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスポーザブルカテーテル又は携帯型ディスポーザブ

ル注入ポンプ）を保険薬局より支給させる場合は名称及び本数又はセット数を記載するこ

と。 
(５) 処方医が処方せんに記載した医薬品の一部又はすべてについて後発医薬品への変更に差

し支えがあると判断したときには、「備考」欄中の「保険医署名」欄に署名等を行うととも

に、差し支えがあると判断した医薬品ごとに「変更不可」欄に「 ✓」又は「×」を記載し、

患者及び処方せんに基づき調剤を行う保険薬局の保険薬剤師のいずれに対しても変更不可

であることが明確に分かるように記載すること。なお、一般名処方の趣旨からして、一般

名処方に対して「変更不可」欄に「✓」又は「×」が記載されることはあり得ないもので

あること。 
(６) 処方医が処方せんに記載した医薬品のうち（5）に基づいて「変更不可」欄に「✓」ま

たは「×」を記載していないもののうち、当該医薬品と含量規格が異なる後発医薬品又は

類似する別剤形（※）の後発医薬品への変更に差し支えがあると判断したときには、「備考」

欄中の「保険医署名」欄に署名等を行うとともに、当該医薬品の銘柄名の近傍に「含量規

格変更不可」又は「剤形変更不可」と記載するなど、患者及び処方せんに基づき調剤を行

う保険薬局の保険薬剤師のいずれに対しても含量規格変更不可又は剤形変更不可であるこ

とが明確に分かるように記載すること。 
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※ 類似する別剤形の医薬品とは、内服薬であって、次の各号に掲げる分類の範囲内の他の 
医薬品をいう。 
ア 錠剤（普通錠）、錠剤（口腔内崩壊錠）、カプセル剤、丸剤 
イ 散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、ドライシロップ剤（内服用固形剤として調剤する場合

に限る。） 
ウ 液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤（内服用液剤として調剤する場合に限る。） 

(７) なお、内服薬の処方せんへの記載に当たっては、「内服薬処方せんの記載方法の在り方に

関する検討会報告書の公表について」（平成 22 年１月 29 日付医政発 0129 第３号薬食発

0129 第５号）も参考にされたい。 
８ 「備考」欄について 

(１) 保険薬局が調剤を行うに当たって留意すべき事項等を記載すること。 
(２) 麻薬を処方する場合には、麻薬取締法第 27 条に規定する事項のうち、患者の住所及び

麻薬施用者の免許証の番号を記載すること。 
(３) 長期の旅行等特殊の事情がある場合において、必要があると認め、必要最小限の範囲に

おいて、投薬量が１回 14 日分を限度とされる内服薬及び外用薬であって 14 日を超えて投

与した場合は、その理由を記載すること。 
(４) 未就学者である患者の場合は「６歳」と、高齢受給者又は後期高齢者医療受給対象者で

あって一般・低所得者の患者の場合は「高一」と、高齢受給者又は後期高齢者医療受給対

象者であって７割給付の患者の場合は「高７」と記載すること。 
(５) 処方医が、処方せんに記載した医薬品について後発医薬品に変更することに差し支えが

あると判断した場合は、差し支えがあると判断した医薬品ごとに、「処方」欄中の「変更不

可」欄に「✓」又は「×」を記載するとともに、「保険医署名」欄に署名又は記名・押印す

ること。 
９ その他 

薬剤師は、調剤したときは、その処方せんに以下の事項を記載すること。 
(１) 「調剤済年月日」欄について 

処方せんが調剤済となった場合の年月日を記載すること。その調剤によって、当該処方せ

んが調剤済とならなかった場合は、調剤年月日及び調剤量を処方せんに記載すること。 
(２) 「保険薬局の所在地及び名称」欄について 

保険薬局指定申請の際等に地方厚生（支）局長に届け出た所在地及び名称を記載すること。 
(３) 「保険薬剤師氏名○印」欄について 
調剤を行った保険薬剤師が署名するか又は保険薬剤師の姓名を記載し、押印すること。 

(４) その他次の事項を「備考」欄又は「処方」欄に記入すること。 
ア 処方せんを交付した医師又は歯科医師の同意を得て処方せんに記載された医薬品を変

更して調剤した場合には、その変更内容 
イ 医師又は歯科医師に照会を行った場合は、その回答の内容 
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処方せんには、「用法」が正しく記載されていることが必要です。 

その理由は？ 
 

院外処方せんの用法の記載不備については、従来から指摘されているところですが、処方医療

機関によっては、いまだ用法未記入だったり、「用法口授」「医師の指示通り」等の記載が見受け

られ、また保険薬局でもそのまま調剤している例もたまに見受けられます。 

なぜ必要なのか？ それは、 

『患者さんに正しい医薬品情報を提供して、安全で、効果的な薬物療法を行うため』のもの

と考えられています。また、これを正しく行うための裏づけとして、法令や厚生省通知に次の

様に示されています。 

 

◎薬剤師法 

1.第 25条（調剤された薬剤の表示） 

薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤した薬剤の容器又は被包に、処方せんに記載された

患者の氏名、用法、用量その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。 

2.第 25条の２（情報の提供） 

薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に当たっている

者に対し、調剤した薬剤の適正な使用のために必要な情報を提供しなければならない。 

◎医師法施行規則 

第 21条（処方せんの記載事項） 

医師は、患者に交付する処方せんに、患者の氏名、年齢、薬名、分量、用法、用量、発行

の年月日、使用期間及び病院若しくは診療所の名称及び所在地又は医師の住所を記載し、記

名押印又は署名しなければならない。 

◎保険医療及び保険医療担当規則 

第 23条（処方せんの交付） 

保険医は、処方せんを交付する場合には、様式第 2 号又はこれに準ずる様式の処方せんに

必要な事項を記載しなければならない。 

２ 保険医は、その交付した処方せんに関し、保険薬剤師から疑義の照会があった場合には、

これに適切に対応しなければならない。 

◎診療報酬請求書等の記載要領等について 

診療録等の記載上の注意事項 

第５ 処方せん記載上の注意事項 

７ 「処方」欄について 

投薬すべき医薬品名、分量、用法及び用量を記載し、余白がある場合には、斜線等によ

り余白である旨を表示すること。 

（3）用法及び用量は、１回当たりの服用（使用）量、１日当たり服用（使用）回数及び

服用（使用）時点(毎食後、毎食前、就寝前、疼痛時、○○時間毎等)、投与日数（回数）

並びに服用（使用）に際しての留意事項等を記載すること。 

 

以上の点から、処方せんに用法を記載することはもちろん、薬剤師法 第 25条の２の観点を踏

まえ、患者への情報提供に関して「用法口授」「医師の指示通り」の文言は適切でないと考えられ

ます。 
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公益社団法人 神奈川県薬剤師会 

 
 

〈 医薬品適正使用検討委員会 〉 
 

神 奈 川 県 医 師 会  理 事   羽 鳥  裕 
神 奈 川 県 病 院 協 会  常 任 理 事   遠 山  慎 一 
神奈川県歯科医師会  専 務 理 事   関  泰 忠 
神奈川県病院薬剤師会  会 長   高 尾  良 洋 
神 奈 川 県 薬 剤 師 会  副 会 長   竹 ノ 内  敏 孝 

〃       専 務 理 事   鵜 飼  典 男 
 
 

〈 医療保険委員会（平成 24 年度） 〉 
 

委 員 長  阿 部  正 隆 
副 委 員 長   永 持  健   夏 目  善 文 
委   員   荒 木  稔   飯 田  純 一   石 内  正 佳 

〃    伊 藤  啓   臼 井  道 夫   大 岡  元 
〃    大 島  崇 弘   菅 野  君 子   小 林  弘 忠 
〃    関 口  信 香   高 橋  良 二   長 津  雅 則 
〃    福 嶋  仁   藤 本  直 樹   堀 川  壽 代 
〃    渡 部  幸 子 

担当副会長  竹 ノ 内  敏 孝 
担当常務理事  後 藤  知 良 
担 当 理 事   小 川  護   花 島  邦 彦 
事 務 局  寺 門  憲 二 
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